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◇鳥取県国民保護対策本部等に関する条例

１ 目的 (第１条関係)

この条例は､ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (以下 ｢法｣ という｡) の

規定に基づき､ 鳥取県国民保護対策本部及び鳥取県緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めること

を目的とすることとした｡

２ 鳥取県国民保護対策本部に関する事項

(１) 職務 (第２条関係)

ア 鳥取県国民保護対策本部長 (以下 ｢本部長｣ という｡) は､ 鳥取県国民保護対策本部 (以下 ｢対策

本部｣ という｡) の事務を総括し､ 鳥取県国民保護対策本部員 (以下 ｢本部員｣ という｡) その他本部

長が任命する職員 (以下 ｢本部職員｣ という｡) を指揮監督することとした｡

イ 鳥取県国民保護対策副本部長 (以下 ｢副本部長｣ という｡) は､ 本部長を助け､ 本部長に事故があ

るときは､ その職務を代理することとした｡

ウ 本部員及び本部職員は､ 本部長の命を受け､ 対策本部の事務に従事することとした｡

(２) 部 (第３条関係)

ア 本部長は､ 必要と認めるときは､ 対策本部に部を置くことができることとした｡

イ 部に属すべき本部員は､ 本部長が指名することとした｡

ウ 部に部長を置き､ 本部長の指名する本部員がこれに当たることとした｡

エ 部長は､ 部の事務を掌理することとした｡

(３) 現地対策本部の組織 (第４条関係)

ア 現地対策本部に現地本部長及び現地本部員その他の職員を置き､ 副本部長､ 本部員及び本部職員の

うちから本部長が指名する者をもって充てることとした｡

イ 現地本部長は､ 現地対策本部の事務を掌理することとした｡

(４) 雑則 (第５条関係)

この条例に定めるもののほか､ 対策本部に関し必要な事項は､ 法の規定に基づく鳥取県の国民の保護

に関する計画で知事が定めることとした｡

３ 鳥取県緊急対処事態対策本部に関する事項

鳥取県緊急対処事態対策本部について､ ２に準じて必要な事項を定めることとした｡ (第６条～第９条

関係)

４ 施行期日

この条例は､ 公布の日から施行することとした｡

……………………………

……………………………………………………………

鳥 取 県 公 報 (号外)第144号平成16年10月15日 金曜日 �

�����
平成16年10月15日(金)

号外第144号

毎週火･金曜日発行



◇鳥取県国民保護協議会条例

１ 目的 (第１条関係)

この条例は､ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定に基づき､ 鳥取県国

民保護協議会 (以下 ｢協議会｣ という｡) の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とするこ

ととした｡

２ 会長の職務代理 (第２条関係)

会長に事故があるとき､ 又は会長が欠けたときは､ あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理す

ることとした｡

３ 会議 (第３条関係)

(１) 協議会の会議は､ 会長が招集し､ 会長が議長となることとした｡

(２) 協議会は､ 委員の半数以上が出席しなければ､ 会議を開くことができないこととした｡

(３) 会議の議事は､ 出席委員の過半数で決し､ 可否同数のときは､ 議長の決するところによることとし

た｡

４ 雑則 (第４条関係)

この条例に定めるもののほか､ 協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は､ 会長が協議会に

諮って定めることとした｡

５ 施行期日

この条例は､ 公布の日から施行することとした｡

条 例

鳥取県国民保護対策本部等に関する条例をここに公布する｡

平成16年10月15日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県条例第40号

鳥取県国民保護対策本部等に関する条例

目次

第１章 総則 (第１条)

第２章 鳥取県国民保護対策本部 (第２条－第５条)

第３章 鳥取県緊急対処事態対策本部 (第６条－第９条)

附則

第１章 総則

(目的)

第１条 この条例は､ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成16年法律第112号｡

以下 ｢法｣ という｡) 第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき､ 鳥取県国民保護対策本

部及び鳥取県緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする｡

第２章 鳥取県国民保護対策本部
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(職務)

第２条 鳥取県国民保護対策本部長 (以下この章において ｢本部長｣ という｡) は､ 鳥取県国民保護対策本部

(以下この章において ｢対策本部｣ という｡) の事務を総括し､ 鳥取県国民保護対策本部員 (以下この章におい

て ｢本部員｣ という｡) その他本部長が任命する職員 (以下この章において ｢本部職員｣ という｡) を指揮監督

する｡

２ 鳥取県国民保護対策副本部長 (以下この章において ｢副本部長｣ という｡) は､ 本部長を助け､ 本部長に事

故があるときは､ その職務を代理する｡

３ 本部員及び本部職員は､ 本部長の命を受け､ 対策本部の事務に従事する｡

(部)

第３条 本部長は､ 必要と認めるときは､ 対策本部に部を置くことができる｡

２ 部に属すべき本部員は､ 本部長が指名する｡

３ 部に部長を置き､ 本部長の指名する本部員がこれに当たる｡

４ 部長は､ 部の事務を掌理する｡

(現地対策本部の組織)

第４条 現地対策本部に現地本部長及び現地本部員その他の職員を置き､ 副本部長､ 本部員及び本部職員のうち

から本部長が指名する者をもって充てる｡

２ 現地本部長は､ 現地対策本部の事務を掌理する｡

(雑則)

第５条 この条例に定めるもののほか､ 対策本部に関し必要な事項は､ 法第34条第１項の規定に基づく鳥取県の

国民の保護に関する計画で知事が定める｡

第３章 鳥取県緊急対処事態対策本部

(職務)

第６条 鳥取県緊急対処事態対策本部長 (以下この章において ｢本部長｣ という｡) は､ 鳥取県緊急対処事態対

策本部 (以下この章において ｢対策本部｣ という｡) の事務を総括し､ 鳥取県緊急対処事態対策本部員 (以下

この章において ｢本部員｣ という｡) その他本部長が任命する職員 (以下この章において ｢本部職員｣ という｡)

を指揮監督する｡

２ 鳥取県緊急対処事態対策副本部長 (以下この章において ｢副本部長｣ という｡) は､ 本部長を助け､ 本部長

に事故があるときは､ その職務を代理する｡

３ 本部員及び本部職員は､ 本部長の命を受け､ 対策本部の事務に従事する｡

(部)

第７条 本部長は､ 必要と認めるときは､ 対策本部に部を置くことができる｡

２ 部に属すべき本部員は､ 本部長が指名する｡

３ 部に部長を置き､ 本部長の指名する本部員がこれに当たる｡

４ 部長は､ 部の事務を掌理する｡

(現地対策本部の組織)

第８条 現地対策本部に現地本部長及び現地本部員その他の職員を置き､ 副本部長､ 本部員及び本部職員のうち

から本部長が指名する者をもって充てる｡

２ 現地本部長は､ 現地対策本部の事務を掌理する｡

(雑則)

第９条 この条例に定めるもののほか､ 対策本部に関し必要な事項は､ 法第34条第１項の規定に基づく鳥取県の

国民の保護に関する計画で知事が定める｡

附 則

この条例は､ 公布の日から施行する｡
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鳥取県国民保護協議会条例をここに公布する｡

平成16年10月15日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県条例第41号

鳥取県国民保護協議会条例

(目的)

第１条 この条例は､ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成16年法律第112号)

第38条第８項の規定に基づき､ 鳥取県国民保護協議会 (以下 ｢協議会｣ という｡) の組織及び運営に関し必要

な事項を定めることを目的とする｡

(会長の職務代理)

第２条 会長に事故があるとき､ 又は会長が欠けたときは､ あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理す

る｡

(会議)

第３条 協議会の会議は､ 会長が招集し､ 会長が議長となる｡

２ 協議会は､ 委員の半数以上が出席しなければ､ 会議を開くことができない｡

３ 会議の議事は､ 出席委員の過半数で決し､ 可否同数のときは､ 議長の決するところによる｡

(雑則)

第４条 この条例に定めるもののほか､ 協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は､ 会長が協議会に

諮って定める｡

附 則

この条例は､ 公布の日から施行する｡
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